
 

 

   ○ ○ ○ ○ 団 体 会 則  

 

 （ 名 称 ）  

第 １ 条  本 会 の 名 称 は ○ ○ ○ 会 と す る 。  

 （ 事 務 所 ）  

第 ２ 条  本 会 の 事 務 所 は ， 会 長 宅 （ 柏 市 柏 ○ 丁 目 ○ 番 ○ 号 ） に 置 く 。   

 （ 目 的 ）  

第 ３ 条  本 会 は ○ ○ ○ ○ を 行 い ， ○ ○ ○ ○ と ○ ○ ○ ○ を 図 る こ と を

目 的 と す る 。  

 （ 活 動 内 容 ）  

第 ４ 条  会 は 次 の 活 動 を 行 う 。  

 (1)○ ○ ○ な ど 地 域 社 会 の た め の 奉 仕 活 動  

 (2)○ ○ ○ な ど 社 会 福 祉 に 関 す る ボ ラ ン テ ィ ア 活 動  

 (3)○ ○ ○ ○ ○ 活 動  

 （ 会 員 ）  

第 ５ 条  会 員 は ， 以 下 の 要 件 を 満 た し た も の と す る 。  

 (1) 市 内 に 居 住 し て い る こ と  

 (2) 活 動 に 関 し ， 理 解 と 熱 意 を 有 す る こ と  

 (3) ○ ○ ○ ○ で あ る こ と  

 （ 役 員 ）  

第 ６ 条  本 会 に ， 以 下 の 役 員 を お く 。  

 (1) 会 長   １ 名  

 (2) 副 会 長  ○ 名  

 (3) 会 計   ○ 名  

 (4) 監 査   ○ 名  

 （ 職 務 ）  

第 ７ 条  会 長 は 本 会 を 代 表 し ， そ の 事 業 を 統 括 す る 。 副 会 長 は 会 長

を 補 佐 し ， 会 長 に 事 故 あ る と き は そ の 代 理 を 務 め る 。 会 計 は ， 本

会 の 会 計 事 務 を 行 う 。 監 査 は ， 本 会 の 会 計 を 監 査 す る 。  

 （ 選 出 ）  

第 ８ 条  役 員 は 総 会 に て 選 任 す る 。  

作成例  



 （ 任 期 ）  

第 ９ 条  役 員 の 任 期 は ○ 年 と す る 。 た だ し 再 任 を 妨 げ な い 。  

 （ 総 会 ）  

第 １ ０ 条  総 会 は ， 年 ○ 回 以 上 開 催 す る 。  

 （ 会 費 ）  

第 １ １ 条  会 員 は 会 費 を 納 入 す る 。  

 （ 会 計 年 度 ）  

第 １ ２ 条  本 会 の 会 計 年 度 は ， 毎 年 ４ 月 １ 日 か ら 翌 年 ３ 月 ３ １ 日 ま

で と す る 。  

 （ 補 則 ）  

第 １ ３ 条  こ の 会 則 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は ， 総 会 に お い

て 決 定 す る も の と す る 。  

 

   附  則  

 こ の 会 則 は ，    年   月   日 か ら 施 行 す る 。  

 

 


